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令和５年度第 1 回玉野市公民館運営審議会 会議録 

 

開 催 日 時 令和５年５月３０日（火）13：30～14：45 

開 催 場 所 玉野市立中央公民館 多目的室（大） 

出 席 委 員 公民館運営審議会委員 ８名（欠席１名） 

事務局出席者 教育長、教育次長、事務局１４名 

傍 聴 の 可 否 

(非公開の理由) 
可 

傍 聴 人 数 なし 

 

 

 

 

 

 

審 議 概 要 

１ 開会 

２ 委員紹介 

３ 教育長挨拶 

４ 議題 

（１）令和４年度公民館事業報告について   承認 

（２）令和５年度公民館事業活動計画（案）について  承認 

 

 【公民館共通】 

   （委 員）  多くの高齢者が公民館を利用しているが、大きく影

響を受けている。数年前は構成員が 10 人以上いない

とグループ登録できなかったが、今は 3 人以上であ

ればグループとして認めざるをえないほど利用者が

減ってきているのではないか。公民館事業の活性化

には時間が必要だ。 

 

   （委 員）  各地区館の講座、例えば荘内で予定されている歴史

講座などは他地区の人でも受講できるのか。 

   （事務局）  今年度予定しているのは高齢者学級の中のメニュー

なので荘内の学級員に限定される。 

    （事務局）  定期講座であればどこの館の講座でも受講可能。 

   （委 員）  高齢者学級は全公民館で実施しているのか。 

   （事務局）  全地区で実施している。 

 

   （委 員）  公民館使用料の減免は決まりがあるのか。 

   （事務局）  玉野市立公民館使用料減免取扱要綱に基づいて減免

している。 

   （委 員）  文化協会に加入している団体についての減免は。 

   （事務局）  共催や後援の事業などであれば減免対象である。 

 

   （委 員）  公民館活動をもっと活発に行って欲しい。 

主催事業に予算がほとんど付いていないのではない



か。市民センター業務が中心だった時代から、市民

センターとしての機能を整理してきているのが現状

だ。玉野市は倉敷市並みに小学校区ごとに公民館が

あるが、いつかは合同で事業をしないといけなくな

る時が来るかもしれない。 

消防出張所の統合があったが、市民センターもある

かもしれないし、公民館もその一つかと思う。公民

館にとって地域との連携は大事だが、その地域も問

題を抱えている現状をよく理解して欲しい。 

 

   （委 員）  公民館の施設、整備の計画について。新型コロナウ

イルス感染症予防により、換気を行いながら施設を

使用しているが夜間になると虫が入ってくる。網戸

の設置や、壊れた椅子の交換などの要望をして良い

だろうか。  

    （事務局）  予算要求の時期の前に、各公民館に要望箇所の確認

を行っている。壊れている箇所などは館長へ言って

いただきたい。新規に購入する以外にも、他館から

融通するなどもできるかもしれない。 

 

 【主に中央公民館について】 

  （委 員）  各地区の子ども楽級で様々な活動をしていただきあ

りがたい。多くのボランティアにも参加していただ

き感謝している。 

中央公民館の稼働率について、同規模の自治体と比

べて 30.8％というのはどのような評価となるのか。 

（事務局）   当館は職員が常駐している開館時間が 12時間と長い。

感覚的なものだが、他自治体と比べても平均的な稼

働率ではないかと思う。多目的室大や実習室、ギャ

ラリーは稼働率が高いが、調理室の稼働率が低く、

活用が課題となっている。 

（委 員）  調理実習室は立派な設備だが、使いにくい。調味料

等全て持ち込みでしないといけない。使用料も高い

のではないか。 

（事務局）  中央公民館の調理実習室は１時間 400 円で、地区公

民館の調理実習室は冷暖房期間の場合１時間 150 円

である。地区公民館の場合、その地区の栄養改善協

議会の荷物等を置くスペースを設けている場合もあ

り、地区の方が利用しやすいようになっていると思

われる。 

６ 閉会 

特 記 事 項 無 
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玉野市教育委員会社会教育課 
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